
おきなわ監督署だより ２ 月号 

（平成 ２ ７ 年 ２ 月 ２ ６ 日 沖縄労働基準監督署 発行） 

お知らせ １   

 平成２ ７ 年 業種別労働災害発生状況 速報値（沖縄労働基準監督署管内） 

 

 平成２７年がスタートしましたが、１月中に労働者死傷病報告書により届けられた１月発生の 

休業４日以上の労働災害は、１０件です。昨年同期が５件ですから、倍増です。 

  まだスタートしたばかりなので、これだけで今年の傾向とは言えませんが、各職場ごとのゼロ 

災活動を強め、労働災害減少にシフトさせましょう。 

 

     

平成２７年１月末（速報値）    

   平成２７年 平成２６年    増減の状況 

   （対前年比） 

   死傷（死亡） 死傷（死亡） 死傷者

数 

増減率（％） 

全産業 １０   ５ ５ 100.0 

製造業   ３         ２ １  50.0 

 食料品製造業    ３              １  ２ 200.0 

建設業 ３  １ ２ 200.0    

 土木工事業 １           ０ １  

建築工事業           ２             ０                 2  

その他の建設業 ０ １  -1     －100.0 

運輸業 １           ０        １  

 陸上貨物運送業 １      ０ １  

第三次産業 

 （運輸を除く） 

３                  ２     １ 

 

 

50.0 

 商業    １                １ ０             0.0

  

接客娯楽業    １                ０ １  

保健衛生業      ０   ０ ０  

 社会福祉施設      ０     ０ ０  

ビルメンテナンス業     ０            ０     ０  

その他の業種 １                 １ ０ 0.0 

 警備業   １          ０ １  

駐留軍間接雇用     ０   ０ ０  

 

 

  ややふえてきた 



お知らせ ２  

  労働安全衛生法第 88条に基づく計画届作成要領の 

 セミナーを開催し、150名近く参加していただきました。 
 

 

 労働安全衛生法第 88条では、事業者が一定以上の規模の建設物、機械等を設置するときには 

事前にその計画内容を所轄労働基準監督署に届け出ることを義務づけています。この制度は、計画 

が法令に適合するかどうか事前に審査を受けることで労働災害防止に寄与するものですが、監督署 

に届けられた計画届は、必要事項の記載漏れ、添付書類の不備が目立つ状況です。 

 そのことから、今般、沖縄監督署は、名護監督署と連携し、下記のとおり「計画届作成要領に係 

る説明会」と題するセミナーを呼びかけましたが、年度末で工事量が増加し、多忙の折、沖縄県の 

主要 74社 144名の御参加をいただきました。 

記 

 ○ 日時 平成 27年 2月 6日(金) 午後 2時～午後 4時 

 ○ 場所 沖縄県工業技術センター講堂（うるま市） 

 ○ 内容・建設工事の計画作成について（大城安全衛生コンサルタント） 配布資料Ａ   

     ・足場、型枠支保工設置届のポイント（湯淺監督官） 配布資料Ｂ  配布資料Ｃ        

     ・強度計算の手順（徳永安全衛生課長）  配布資料Ｄ  

 

                    

 

机も置けないほどの盛況で、狭いところお疲れ様でした。 

署長あいさつで沖縄県建設業ゼロ災運動についても、説明しました。  

                            

http://cms.jsite.mhlw.go.jp/terminal54/library/okinawa-roudoukyoku/ken-an/H26/20150226siryoua.pdf
http://cms.jsite.mhlw.go.jp/terminal54/library/okinawa-roudoukyoku/ken-an/H26/20150226siryoub2.pdf
http://cms.jsite.mhlw.go.jp/terminal54/library/okinawa-roudoukyoku/ken-an/H26/20150226siryouc2.pdf
http://cms.jsite.mhlw.go.jp/terminal54/library/okinawa-roudoukyoku/ken-an/H26/20150226siryoud.pdf
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzenkankei/_120261.html


お知らせ３ 

 

   管内の商工団体を訪問し、会員企業に労働条件通知書の

交付制度についての周知・広報を依頼しました。 
 

   県内でも、ハローワークで公開されている求人票の労働条件の内容と採用時の労働条件が異な 

ることへの苦情相談が少なくありませんが、労働基準法第 15条で義務付けられている労働条件を 

記載した書面「労働条件通知書」が労働者との労働契約締結時に事業者から労働者に確実に交付さ 

れることで、上記のようなトラブルを防止することができます。 

   管内の事業場では小規模事業場を中心に、上記の労働条件通知書交付制度が十分周知されていな 

い実態があることから、沖縄監督署は、ハローワーク沖縄と連携し、管内の 11商工団体（商工会 

議所１、商工会１０）すべてに、独自のパンフレットを作成し、商工団体ホームページへの登載な 

ど、会員企業への周知・広報を依頼しました。 

   この依頼を受けて、多くの商工会のホームページに登載されはじめています。 

   なお、最近は、各市町村ごとのマスコットキャラクターによる地域おこしＰＲが盛んになってき

ていますが、うるま市商工会、恩納村商工会、宜野座商工会などは独自のキャラクターによるパン

フレットで公開しています。ぜひ、アクセス訪問してみてください。 

 

① 依頼をした商工団体    

 

  沖縄商工会議所・宜野湾商工会・うるま市商工会・恩納村商工会・読谷村商工会・嘉手納町商工会

北谷町商工会・宜野座村商工会・金武町商工会・北中城商工会・中城商工会 

 

  ② 依頼をしたパンフレットはこちら⇒ 沖縄労働基準監督署・ハローワーク沖縄からのお知らせ 

 

 ③ うるま市全会員に配布したリーフレットはこちら ⇒ 同お知らせ うるま市ヴァージョン 

 

 

                 沖縄市マスコットキャラクター「エイ坊」 

 

 

 沖縄労働基準監督署  

〒904-0003 沖縄市住吉 1－23－1 沖縄労働総合庁舎３F（098）982-1263 

賃金･解雇･年休・サービス残業･過重労働･パワーハラスメントなどの 

労働相談は、沖縄総合労働相談コーナー へ （０９８）９８２－１４００ 

http://cms.jsite.mhlw.go.jp/terminal54/library/okinawa-roudoukyoku/ken-an/H26/20150226panhu.pdf
http://cms.jsite.mhlw.go.jp/terminal54/library/okinawa-roudoukyoku/ken-an/H26/20150226riihu.pdf

